
    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

          

  

 

 

 

 児童虐待を防止するためには、 

早期発見・早期通告が必要です。 

「今、まさに虐待されているかもし

れない」といった緊急の場合には

１１０番通報のご協力をお願いし

ます。 

 

指名手配ポスターに「よく似た人を見かけた」など、どんな 

わずかな情報でも結構ですので羽生警察署に通報して頂く 

ようお願いします。 
              

※ 自宅の固定電話を常時留守番電話設定にする。設定中に電話 

   が鳴っても「出ない」（不審な音声ガイダンスは無視する） 

※ 万一、不審な電話を受け、個人情報を聞かれても「答えない」 

※ 電話でお金の話は詐欺！身に覚えのない料金は「払わない」 
 

羽生市内

で多発‼ 


